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平成平成平成平成26262626年第年第年第年第４４４４回平川市議会定例会議事日程（第回平川市議会定例会議事日程（第回平川市議会定例会議事日程（第回平川市議会定例会議事日程（第４４４４号）号）号）号）平成26年12月12日（金） 

午前10時04分開議 

 

第１ 議案第 127 号 平川市議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改 

正する条例案 

議案第 128 号 平川市特別職の職員の給料等に関する条例の一部を改正する条例 

       案 

議案第 129 号 平川市教育委員会教育長の給与、勤務時間等に関する条例の一部 

を改正する条例案 

議案第 130 号 平川市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案 

議案第 131 号 平川市碇ヶ関温泉会館条例の一部を改正する条例案 

議案第 132 号 平川市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定 

める条例案 

議案第 133 号 定住自立圏形成協定の一部を変更する協定の締結について 

議案第 134 号 青森県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体数の増加及び 

青森県市町村総合事務組合規約の変更について 

議案第 135 号 津軽広域連合規約の一部変更について 

議案第 136 号 黒石地区清掃施設組合規約の一部変更について 

議案第 137 号 工事委託契約の一部変更について 

議案第 138 号 市道路線の廃止について 

議案第 139 号 市道路線の認定について 

議案第 140 号 市有財産の無償譲渡について 

議案第 148 号  平成 26 年度平川市一般会計補正予算案（第４号） 

議案第 149 号 平成 26 年度平川市国民健康保険特別会計補正予算案（第２号） 

議案第 150 号 平成 26 年度平川市介護保険特別会計補正予算案（第２号） 

議案第 151 号 平成 26 年度平川市国民健康保険診療施設事業診療所特別会計補 

       正予算案（第２号） 

議案第 152 号 平成 26 年度平川市学校給食センター特別会計補正予算案（第２ 

号） 

議案第 153 号 平成 26 年度平川市水道事業会計補正予算案（第３号） 

議案第 154 号 平成 26 年度平川市下水道事業会計補正予算案（第２号） 

議案第 155 号 平成 26 年度平川市新館財産区一般会計補正予算案（第２号） 

 

第２ 請願第 ４ 号 集団的自衛権行使容認の閣議決定撤回を求める意見書採択の請願 

 

第３ 閉会中における議会運営委員会の継続調査について 

   閉会中における常任委員会の継続調査について 
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本日の会議に付した本日の会議に付した本日の会議に付した本日の会議に付した事件事件事件事件  

議事日程に同じ 

 

 

    

    

○出席議員○出席議員○出席議員○出席議員（（（（17171717名名名名））））    

番 号 氏    名 番 号 氏    名 番 号 氏    名 

１ 三 浦 純 一 ８ 欠 15 古 川 昭 二 

２ 石 田 昭 弘 ９ 工 藤 竹 雄 16 成 田 敏 昭 

３ 原 田   淳 10 對 馬   實 17 佐 藤   雄 

４ 桑 田 公 憲 11 齋 藤 政 子 18 齋 藤 英 仁 

５ 工 藤 輝 昭 12 ― 19 欠 

６ 大 川   登 13 齋 藤 律 子 20 古 川 敏 夫 

７ 小 野 敬 子 14 田 中 友 彦 ― ― 

    

    

○欠席議員○欠席議員○欠席議員○欠席議員（２（２（２（２名名名名））））    

８番 佐々木利正議員、19番 福士惠美子議員 

 

 

○○○○地方自治法第地方自治法第地方自治法第地方自治法第121121121121条による出席者条による出席者条による出席者条による出席者    

職    名 氏    名 職    名 氏    名 

市 長 長 尾 忠 行 会 計 管 理 者 菊 池 孝 夫 

副 市 長 古 川 洋 文 農業委員会事務局長 須 藤 俊 弘 

総 務 部 長 古 川 鉄  美 選挙管理委員会事務局長 白 戸 照 夫 

企 画 財 政 部 長 鳴 海 和 正 平川診療所事務長 欠 

市 民 生 活 部 長 佐 藤 俊 英 碇ヶ関診療所事務長 鈴 木  浩 

経 済 部 長 奈  良    進 監査委員事務局長 小山内 功 治 

建 設 部 長 櫻  庭  正 紀 教育委員会委員長 内 山 浩 子 

水 道 部 長 今  英 明 教 育 長 柴 田 正 人 

尾上総合支所長 樋  口  正 博 農業委員会会長 古 川 寛 三 

碇ヶ関総合支所長 工 藤 久 富 選挙管理委員会委員長 内 山 久 人 

教育委員会事務局長 芳  賀  秀  寿    代 表 監 査 委 員 古 川 敏 明 
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○出席事務局職員○出席事務局職員○出席事務局職員○出席事務局職員    

職    名 氏    名 職    名 氏    名 

事 務 局 長 鳴 海 景 文 主 事 石 岡 奈々子 

主幹兼議事係長 浅 原  勉 － － 

 

 

 

 

 

 

○議長 

（田中友彦議員） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○議会運営委員会

委員長（齋藤政子

議員） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 午前午前午前午前10101010時時時時04040404分分分分    開議開議開議開議    

 

 

皆さん、おはようございます。 

ちょっと遅れましたけれども、４分ぐらい遅れてますけども。 

ただいまの出席議員は17名で、定足数に達しておりますので、これよ

り、本日の会議を開きます。 

なお、説明補助員として、関係課長等が議場へ入ることを許可してお

りますので、御了承願います。 

また、報道関係者が議場内において、撮影をすることを許可しており

ますので、御了承願います。 

去る12月10日に議会運営委員会が開催されましたので、その報告が委

員長からあります。 

11番、齋藤政子議員、登壇。 

（議会運営委員会委員長登壇） 

皆さん、おはようございます。 

去る12月10日に開催されました、議会運営委員会の会議の結果を御報

告申し上げます。 

当委員会は、議長を除き６名が出席いたしました。 

会議の議題は、去る12月９日は一般質問が行われ終了いたしましたが、

散会前の議長の発言についての取扱いについて協議いたしました。 

なお、議長からは会議の前に発言の真意についての話をされて退席さ

れました。 

委員からは、議長席からの発言は重いものがあり、係る発言について

は散会前でもあり、会議録に載ることから発言の機会としてはふさわし

くない旨の発言がありました。 

また、議長からの事前説明がない中での突然の発言で、身分に係る内

容であることからも議員からの反発があり、議長からは議員への説明と

混乱へのお詫びが必要であるとの発言もありました。 

当委員会の結論は、委員長から議長へ、議員全員への発言の真意の説

明をするとともに、発言に対しての混乱のお詫びを求めることになりま

した。 
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○議長 

 

 

○議長 

 

○議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○議長 

 

○議長 

○３番 

（原田 淳議員） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その旨議長へ伝えたところ、議長の承諾を得て、先ほど議員控室で議

長からお詫びのお話がありました。 

以上、議会運営委員会の結果を申し上げます。 

平成26年12月12日、議会運営委員会委員長、齋藤政子。 

（議会運営委員会委員長降壇） 

議会運営委員長からの報告は終わりました。 

私、ここで発言してよろしいでしょうか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

よろしいですか。 

（議長起立） 

去る12月９日の一般質問終了後、散会前の議長席からの私の発言につ

きまして、事前の説明もなく発言してしまい、議員の各位の皆様には本

当に御迷惑かけました。議会内を混乱させてしまい、まことに申しわけ

ありません。 

私の真意としては、今後、補欠選挙が行われるような事態になった場

合、ますます市民の信用を失墜させてしまうこと。多大な選挙費用が発

生すること等を踏まえ、全議員をもって自主解散することを考えながら、

これからの議員活動を行っていただきたいという思いがございました。 

以後、議長席からの議長の発言は重く、慎重なる対応が必要であるこ

とを自覚して議事運営にあたりますので、今後とも何とぞよろしくお願

い申し上げます。 

（議長着席） 

日程第１、議案の････ 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

３番、原田 淳議員。 

すいません突然。 

私、一般質問の一問一答方式について、ちょっと疑問がありましたの

で、ちょっと話させてください。 

12月の10日に、石田議員は一問一答方式で一般質問を行ったわけです

が、その時、市長が答弁した後に、工藤竹雄議員と齋藤律子議員から、

一問一答方式の質問の仕方にかなり強い口調で異議とか、あるいは問題

ありとかが言われました。 

工藤竹雄議員は、一問一答方式は決まりがあるというようなことを。

齋藤律子議員は、申し合わせているというようなことを言っておりまし

た。 

私は、同じ新風の会の仲間として、石田議員を応援することができず、

工藤議員、齋藤議員のおっしゃった決まり、申し合わせがあることを知

らず、自分はいかに勉強不足かということに対して、自分自身に非常に

情けなく、また、石田議員に申しわけないと思いました。そして、石田

議員に何と言えばいいのか言葉が出ませんでした。 
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○議長 

 

 

 

○13番 

（齋藤律子議員） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そして、その決まり、申し合わせごとがどこに書かれているのか調べ

てみましたが、私の調べた限りではどこにも書かれていません。 

工藤議員と齋藤議員には、私たち新人議員は今後のこともありますの

で、どこにそのことが書かれてあるのかお知らせしていただきたい。こ

のことについては、両議員がくどくど、どうのこうのと言わず、書かれ

てあるところだけを示していただきたい。 

ちなみに、県議会では、石田議員が質問した形の方式が取られている

ということです。私も、石田議員の一般質問の方法が非常に理解しやす

いものだと思っておりました。 

もし、両議員が、その書かれているとこを示すことができないのであ

れば、石田議員に謝罪していただきたい。そして、発言を削除するよう

議長に申し出ていただきたい。 

この問題については、今後、議運で協議をし、はっきりと申し合わせ

事項に載せるべきであると私は思っております。 

私の言ったことに対して、失礼なこと、あるいは気に障ったことがあ

れば先に謝っておきます。まことに申しわけありませんでした。 

ということで、この件について両議員の会見をお願いいたします。以

上です。 

ただいまの３番、原田 淳議員の発言についてでございますが、この

件については早急に議会運営委員会を開催して決めたいと、そう思いま

すのでよろしくお願いします。 

13番、齋藤律子議員。 

はい。 

本会議での発言ですので、一言、言わせていただきます。 

この一般質問の方式による発言は、休憩をしてから発言しております。

このことは、私も現在の申し合わせ事項にないということで探しており

ます。昨日、そういう声がありますので。 

探しておりますが、実際、合併時の時に文章で説明を受けておる記憶

があるので、私もそういう文章を取っておいたんですが、すぐには見つ

かりませんでしたけれども、記憶にあるので、発言を休憩のときにさせ

ていただきました。 

今回のことは、本会議でどういう恣意があるのかわかりませんけれど

も、一般質問のやり方に対しては、全体でやっぱり、議会運営で新人議

員を含めて、きちんとやり方を精査していく、いい時期ではないかと思

っております。 

そういう石田昭弘議員の個人に対してですね、そういう恣意的な発言

ではないということは確かで、大事なことですから。一応、休憩の中で

言わせていただきました。 

こういう中で本会議を遅らせていくということも、また一つ大変残念

に思います。そういうことであれば、新人議員の悩みとして、やはり皆
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○議長 

○９番 

（工藤竹雄議員） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○議長 

○18番 

（齋藤英仁議員） 

 

 

 

が議会構築のためにですね、市民に開かれた議会として大事な一般質問

のやり方ですから、きちんとやっぱり取り上げていく、別な手立てでや

っていくことがあるかと思いますが。 

これは議会事務局の関係者にも私、ちょっといろいろ聞いてみました。

合併時のこともありますので。それは一般質問のこのやり方は、尾上方

式なんです。一問一答方式と。そういうことでは、常にここをずうっと

10年以上やってきたものとして、今回、そういう休憩中の発言をいたし

ましたが、そういう新人議員に対しての、そういう恣意的なものではな

いことは申し上げておきます。 

９番、工藤竹雄議員。 

私もいま名指しされた一人として、いま齋藤律子議員が言ったように

合併前、尾上の議会の時から一問一答方式がつくったんです。これは議

運の委員会で、当時、県外に視察に行って採用したものであります。 

そして合併して、この一問一答方式が合併後の採用の中身なんです。

ですから、記録には、申し合わせには確か前にあったんです。一回何回

もこういうことやって、議長からも注意されているんですよ。質問の仕

方が違うとか。いろんな経緯があります。 

ただ、いま原田議員が言ったように書きものにはない。前は確かあっ

たような私は記憶しておりますけれども、今現在はないということは、

それはどっかに紛れてしまったかも知らないけれど。 

ただ、私は個人的にその議員を批判しているんじゃないんですよ。た

だ、私は勉強してもらいたい意味もあるんです。１年生議員だから何で

も許されるわけじゃないんです。議員としての資格は、１年生議員であ

ろうが５年生議員であろうが、みんな一緒なんですよ。 

ですから、人に聞いて覚える。現場において、議場において、一問一

答方式やっている人がいっぱいいます。どういう方法でやっているのか、

そこの場で勉強するのが私は議員としての活動だと。 

そういうふうに思っておりますので、私はあえて個人攻撃をしてるわ

けではございません。過去にそういうことで、ずっとやってきた経緯の

中で申し上げたということでございますので。 

それで傷つけたということであるならば謝りますけども、原田議員が

言ったことが、本人が言ってました。間違っているなら謝る。そうであ

るならば、最初っから言わなかったほうがよかったのかなあという感じ

もいたします。終わります。 

18番、齋藤英仁議員。 

18番。 

私、感じたことは、議会の議員でもあるんですけれども、やっぱりそ

の場、その人、立場によっては慎むべきこともあるべし、でしゃばるこ

ともまたなければならない。 

ちょっと聞いてますと、でしゃばりかなということを感じますけれど
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○議長 

 

 

 

 

 

 

○議長 

 

 

○議長 
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○議長 

 

 

○議長 

 

 

 

 

○議長 

 

 

 

 

 

○議長 

も、この議論は議会の運営の方法の論議でありまして、本会議場でこれ

だけ議論するとかという問題でないと思いますので。 

議長、進行。ぜひ進めてください。これ議運でやって、内輪でやるべ

きことですよ。恥ずかしい。以上です。 

この件については、議会運営委員会に早急に諮って、明文化するもの

を明文化してやりたいと。そう思いますのでよろしくお願いいたします。 

それでは、日程第１、議案の審議に入ります。 

議案第127号平川市議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の

一部を改正する条例案を議題とします。 

これより質疑に入ります。御質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

質疑を終わります。 

これより討論を行います。討論ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

討論を終わります。 

議案第127号平川市議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の

一部を改正する条例案について採決します。 

本案を、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

異議なしと認めます。よって議案第127号は、原案のとおり可決されま

した。 

議案第128号平川市特別職の職員の給料等に関する条例の一部を改正す

る条例案を議題とします。 

これより質疑に入ります。御質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

質疑を終わります。 

これより討論を行います。討論ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

討論を終わります。 

議案第128号平川市特別職の職員の給料等に関する条例の一部を改正す

る条例案について採決します。 

本案を、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

異議なしと認めます。よって議案第128号は、原案のとおり可決されま

した。 

議案第129号平川市教育委員会教育長の給与、勤務時間等に関する条例

の一部を改正する条例案を議題とします。 

これより質疑に入ります。御質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

質疑を終わります。 



 - 134 -

 

 

○議長 

 

 

 

 

○議長 

 

 

 

 

 

○議長 

 

 

○議長 

 

 

 

 

○議長 

 

 

 

 

 

○13番 

（齋藤律子議員） 

 

 

 

 

○議長 

○碇ヶ関総合支所 

長（工藤久富） 

 

 

 

 

これより討論を行います。討論ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

討論を終わります。 

議案第129号平川市教育委員会教育長の給与、勤務時間等に関する条例

の一部を改正する条例案について採決します。 

本案を、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

異議なしと認めます。 

よって議案第129号は、原案のとおり可決されました。 

議案第130号平川市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案を

議題とします。 

これより質疑に入ります。御質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

質疑を終わります。 

これより討論を行います。討論ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

討論を終わります。 

議案第130号平川市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案に

ついて採決します。 

本案を、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

異議なしと認めます。 

よって議案第130号は、原案のとおり可決されました。 

議案第131号平川市碇ヶ関温泉会館条例の一部を改正する条例案を議

題とします。 

これより質疑に入ります。御質疑ありませんか。 

13番、齋藤律子議員。 

13番。 

それではお尋ねをいたします。 

今回の条例の一部を改正する条例は料金の改正ですが、平川市民の分

だけが50円ずつ、現行と比べれば高くなっているわけです。平川市民以

外はそのままでということでありますけれども、どうしてこのようなこ

とになったのかということで説明をお願いします。 

碇ヶ関総合支所長。 

はい、お答えいたします。 

現在の料金体系でございますけれども、市民と市民以外の料金に差が

ございます。このように差がございますと、どうしても現場でトラブル

の原因となりますので、将来的には同一の料金にしたいと考えておりま

す。 

しかし、現在の市民の料金を市外の料金まで引き上げますと100円の増
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額となり、値上げ幅が大きいということから、今回、市民については50

円の値上げということにさせていただきました。 

また、それを統一するため、市外の料金を逆に50円下げて200円にしま

すと減収につながりますので、市民以外の料金は250円に据え置きまして、

新たに回数券を発行いたしまして、市民以外の方により多く入浴してい

ただきまして増収につなげたいということで、そのようにいたしました。

以上です。 

13番、齋藤律子議員。 

将来的には同額にしたいということでありますが、本当に市民の皆さ

んからは、やっぱり市民としての暖かい恩恵があるということで、この

碇ヶ関の温泉はとても親しまれています。 

何度か利用したことはあるんですが、市外か市内かを全然チェックす

る、それがないわけですね。市内の方と一緒に行けば、そのまま市外の

方も平川市民として入れる、入っているかもしれない。 

そういうことが、常にいままでもちょっと心配をしてきましたが、増

収を上げる、増収増やすというのであればもっと別な手立てで。市民は

やはり恩恵があったほうが嬉しく思いますので、回数券を発行して市民

以外をもっと増やして増収するんだという。 

でも、そのチェックがないとやっぱりあれだし、12枚ということでは

ちょっとおまけが付くわけですからどうなのかなと。そこら辺はいまの

利用状況などを踏まえて、どういうふうに試算したのかお知らせくださ

い。 

碇ヶ関総合支所長。 

現場での市民と市民以外の確認というのは、やはり身分を証明書まで

提出というまでにはいかないものですから、申告どおりそのまま受け取

っている状況であります。 

現在の状況でありますけれども、入浴者数は年々減少傾向にございま

して、市民についてはこれ以上のなかなか増えていただくことが難しい

ということから、市外の方には今回は据え置きして回数券を発行して、

より多く入っていただきたいという考えでございます。以上です。 

13番、齋藤律子議員。 

トラブルということをさっき、トラブルの原因ということをおっしゃ

いましたが、実際にはどういうようなトラブルなどがあるのかなと思っ

たんです。そのことも一つ。 

それから、自動販売機で券を買うわけですね。あと全然チェックがな

いわけですので、そこら辺もまた、自動販売機は大変人手もかからない

し、それはそれとしていいことでもあるのでしょうけれども、やっぱり

もう少し改善をして、この引き上げをちょっと抑えてほしいなというそ

ういうことがありますので、トラブルとかがどういうふうになっている

のか。はい、お願いします。 
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○議長 

碇ヶ関総合支所長。 

私、トラブルとかっていう言葉を使いましたけれども、市民か市民で

ないかという確認の方法で、「私、市民だ」と言われれば、「はい、そう

ですか」という、ただそれだけの対応をしておりますので、特段そのト

ラブルということはございません。 

今後につきましては、現在の料金体系、これでも十分近隣の温泉に比

べれば安い料金でございますので、市民については十分恩恵は現在でも

あるというふうに考えてございます。以上です。 

ほかに御質疑ありませんか。 

16番、成田敏昭議員。 

先ほど、総合支所長のほうから、最近の入浴者が大分こう減少してい

るというお話がありましたけども、その状況っていうものを。昨年に比

べれば今年の上半期はどのくらい減少しているのか、お知らせ願いたい

と思います。 

碇ヶ関総合支所長。 

ここ数年の入浴者数の状況でございます。 

平成22年度が11万3,878人。平成23年度が10万6,992人。平成24年度が

10万4,792名。平成25年度が10万2,540名。本年、平成26年度の見込み数

でございますけれども、10万120名というふうに見込んでございます。 

傾向でございますけれども、大体１年間で２パーセントないし３パー

セントの減少傾向でございます。以上です。 

16番、成田敏昭議員。 

私も毎日温泉に入ってますんで、減少してるなっていう、こう肌で感

じていますけれども、確かに碇ヶ関は昔から出湯の里として、多くのお

客さんを取り入れてきたわけですので、できれば近隣の町村含めて多く

入ってもらいたい温泉にしてほしいというのが、私も感じているところ

であります。 

ただここにきて、ただ料金を上げるだけではたしてこの経営がよくい

くのか、また最近聞くところによれば、晩に入れたお湯が低いとか、水

位が下がっているとか、またここ数日は湯が熱いとか、いろいろこう問

題があるようであります。 

その辺の解決にも努力していただかないと、やっぱり地元の人はそれ

なりに入ってくれると思うけれども、村外の人については大変こう熱い

とか、湯が少ないとか、いろんな批判が出るかと思いますので、その辺

にも気を遣っていただければ大変ありがたいと思いますので。 

今後とも温泉については管理等は大変難しいもんだということで、昔

から先輩たちにも聞いていますんで、どうか職員の皆さんについてもそ

の辺を十分考慮した値上げにつながってほしいというのが、私からの願

いであります。どうか今後ともよろしくお願いします。 

ほかに御質疑ありませんか。 
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（「なし」と呼ぶ者あり） 

以上で質疑を終わります。 

これより討論を行います。討論ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

討論を終わります。 

議案第131号平川市碇ヶ関温泉会館条例の一部を改正する条例案につい

て採決します。 

本案を、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議あり」と呼ぶ者あり） 

異議がありますので、この採決は起立により採決します。 

本案を、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

起立多数です。 

よって議案第131号は、原案のとおり可決されました。 

議案第132号平川市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する

基準を定める条例案を議題とします。 

これより質疑に入ります。 

御質疑ありませんか。 

13番、齋藤律子議員。 

はい、13番。 

この議案第132号は、子ども子育て支援新制度にかかわる条例整備だと

思いますけれども、この中でですね３ページです、第10条３の資格等な

どずっと列記がささっております。保育士の資格を有するものから学校

教諭の資格を有するもの、いろいろこう列記ささっておりますが、これ

は現行の要綱とはどのような違いがあるのか、御説明をお願いします。 

市民生活部長。 

お答えいたします。 

放課後健全育成事業の職員の資格の関係でございますけれども、現在、

放課後児童健全育成事業は、平川市放課後児童健全育成事業実施要綱に

基づいて実施されておりまして、事業の詳細につきましては平成19年10

月19日付けの厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知による放課後児童

クラブガイドラインに沿って実施してございます。 

職員の体制について国のガイドラインでは、放課後児童指導員を２名

配置すること、また、児童福祉施設最低基準、昭和23年12月29日付けで

ございます。の第38条に規定する児童の遊びを指導する者の資格を有す

る者が望ましいとされてございます。 

今年度10クラブの指導員25名、常勤・非常勤合わせてでございますが、

この方たちの資格の状況につきましては、保育士または幼稚園の教諭が

15名、幼稚園以外の教諭２名、２年以上児童福祉事業に従事しているも

の４名、資格のないものが４名となってございます。資格のない指導員
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のみで運営されているクラブはないということでございます。 

今回の条例案で職員の資格について規定されています、１クラブに放

課後児童支援員を２名以上配置して、うち１名は補助員をもって支援員

に変えることができるとしています。これは国の基準に合わせたもので

すが、現在の資格の保持者で十分クリアできる内容になってございます。 

また、児童支援員の都道府県知事が行う研修を終了しなければならな

いというものがございますけれども、これは平成32年３月31日までに研

修を終了すれば、その資格があると認定されるものでございます。 

あともう一点、先ほど申しました児童福祉施設の最低基準の38条。こ

ちらは、今回の10条に規定されたものの中にすべて含まれてございます。

さらにそれに今回、（２）の社会福祉の資格を有するもの、それと最後の

第９番の高等学校卒業者であり、かつ、とかってあるここの部分、これ

を先ほどの38条にさらに追加された内容になっているという内容でござ

います。以上でございます。 

13番、齋藤律子議員。 

詳しく述べていただきました。 

望ましいという、そういうことを大まかなものが、きちんとこういう

ふうに規定されたというふうに受け取っております。ですが、大変立派

な資格を有しているものも、もちろんこういう方たちだけが集まればい

いですが。 

やはり先ほど部長も言いました（９）番、ここが市長が適当と認めた

もの。ここで全部１番からいろいろ書かれている高度な有資格者を、有

資格がなくてでも市長が適当と認めたものは、全部この該当するように

なっているということでは、国のいまの子ども子育て支援新制度を見ま

すと、やっぱり今後、安上がりのそういうようなことを求めているんだ

なあということでも。文章では何だかそう感じないですが、今後の５年

間ですよ････やっていくと。 

平川市は大変配慮して行っていますが、これ全国的なものなので、や

はりこう劣悪になっていくということも十分懸念するわけです。 

そういうことでこの32年３月31日までの間に適用しないことができる。

７ページの最後にありますが、これまでに資格をいろいろ研修受けたり

するってこともありますが、市ではじゃあ32年３月31日までの間に適用

しないことができるとありますので、この５年間どういうようなスケジ

ュールをもってやっていくのか、そこが決まっていたらお知らせくださ

い。 

市民生活部長。 

例えば附則のですね、第４のところでございますけれども、これも第

10条第４項の規定については、32年３月31日までの間に適用しないこと

ができるということでうたってございます。 

この内容は、いわゆる１単位を40人にしなければならないというとこ
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ろの部分でございますけれども、以前の国のガイドラインではおおむね

40人以下とする。ただし、最大70人までというふうな規定になってござ

いました。 

今回でですね、この40人を超えるクラブが２クラブ存在します。この

クラブはどうするかというと、そのクラブを割るなどの措置をしないと

いけません。そうすると建物の準備とか、いろいろな準備が必要である

ことからその経過措置を設けたわけですが、この５年間という、なぜ５

年かと申しますと、この放課後児童クラブはいわゆるいまの子育て支援

事業計画、この中の必須事業としてこの事業を盛り込みなさいというふ

うにうたわれてございます。 

この計画が５年間、32年３月31日までが第１期目の計画期間ですので、

この計画期間の間に何とか速やかに改善してくださいよと。そういう意

味での５年間でございます。 

13番、齋藤律子議員。 

その１単位を40人ということですが、２クラブが超えているというこ

とでありますけれども、これは親のほうからも大変こう窮屈だとか、い

ろいろそういう声も聞いたことがあります。 

そういうことで、40人以下最大70人までとこういうこともあるわけで、

そうすれば最低基準、こういう基準というものは最高の基準のようにな

っていて、なかなかこの40人という、それを超えた分をどういうふうに

やるかということに対しては、なかなかいままでもやってこなかったわ

けですね。やれなかった向きもあるわけで、そういうことを考えるとや

っぱりこの放課後児童に対するサービス低下にもつながるのではないか

なと。 

それは市のほうで、一生懸命頑張っていくということであればいいん

ですが、こういうことが整備されていきますと、いろいろな緩和ができ

るということにもなるので、そこら辺はどういうふうに平川市は思って

いるでしょうか。 

市民生活部長。 

以前のガイドラインが40人、最大で70人。今回は40人とはっきり規定

されましたので。それと今回のこの改正の一番の目玉が、小学校３年生

までだったものが小学校６年生までになります。 

そうすると余計やっぱりこの施設に関しては、その人数というものが

大きく影響してくると考えられますので、ぜひそれは40人を超えている

ところについては、そういうふうに分けていただくというふうな方向で、

安全を確保していただきたいというふうな願いでございます。 

９番、工藤竹雄議員。 

いまの件について、ちょっとお尋ねしたいんですけども。 

過去に財政の関係で、支援員を増やさなかったというような経緯もあ

ったんですよね。いま１単位が40人と。そうすると面積、確か前の面積
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一人当たり畳一枚、そういうような基準が確かあったはずであります。 

そういったことから、面積と人数に合わせた、その放課後児童の場所

というのは、これちゃんと確保されているのが基準に値しているのか。 

そして１単位40人に対して支援員が何人必要なのか。それで何名を超

えるとまた何人を増やさなくてはならないのか。その点ちょっと教えて

ください。 

市民生活部長。 

以前の市の要綱では、その面積のことが書かれてございませんでした。

ただ、ガイドラインでは現在の条例にうたわれます、おおむね1.65平方

メートル以上、これが望ましいというガイドラインではあったんですが、

今回この1.65平方メートルというものが、はっきり条例で規定されまし

た。 

今回、この条件に合わないのが１クラブございます。ですので、こち

らのほうもいわゆる先ほどと同じ５年間の経過措置を設けてございます

ので、そちらのほうで措置していただくということでございます。 

あともう一点････、この支援員は２名でございます。資格を持ったも

の１名、あと補助員が１名ということになってございます。ポイントに

ついては、前回も今回も人数については変わりございません。 

９番、工藤竹雄議員。 

それが、１対40人に対してのいまの答弁なんですか。人数は。 

それともう一つ、これを超えた場合、じゃあ何名に対して何名を増や

さなくてはならないと。そういう基準もあると思うんだけども。先ほど

尋ねたんだけども、それも合わせてもう一回。 

市民生活部長。 

今後の単位はあくまでも40名ですので、その40名に対して２名です。

以上です。 

16番、成田敏昭議員。 

いろいろいま質問の中で答弁してますけども、最近、私、耳にしてい

るのは、碇ヶ関の児童館がなんかこう閉鎖になって別な所に移るとか、

つくるとかっていう話を耳にするんですけれども、その辺さっき基準に

合わないからそういうふうになるのか、その辺もしわかっていたらお知

らせください。 

市民生活部長。 

碇ヶ関の児童館は平成27年度から、児童クラブのほうに移行したいと

いう申し出がございました。ですので、クラブ数が増えます。 

先ほどの人数の関係で、二つに割らないといけないクラブも二つ。そ

れからあと新規で行いたいという事業も一つございますので、現在10ク

ラブですが、来年度以降、割るのが時間的にどのくらいかかるか、ちょ

っと準備の関係等あるかとは思いますが、全部で14クラブになる予定と

してございます。以上です。 
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16番、成田敏昭議員。 

いま児童館とクラブという言葉が出ましたけれども、その辺どうつな

がるのか、ちょっと中身お知らせ願いたいと思います。 

市民生活部長。 

対象の年齢が違います。児童館の場合は、もっと年齢の上の方まで引

き受けれるということになってございます。児童館は大体おおむね小学

校６年生までと。ああ、児童クラブですね。というふうなそこいら辺の

違いがございます。 

16番、成田敏昭議員。 

児童館と児童クラブの違いわかったんですけれど、クラブに変更する

と年齢が下がるということになれば、碇ヶ関の場合、さっき改正すれば

６年生まで入れるんだということになっていくと、クラブになると４年

生までで終わるんですか。その辺について、もう少し詳しくお願いしま

す。 

市民生活部長。 

新しい制度ですと、児童クラブは６年生までということです。児童館

は大体18歳ぐらいまでとか言いますけども、それほど碇ヶ関の場合はこ

の対象者がいないので、もしあったとしてもその児童クラブの中で何ら

かの方法で対応できるというふうなことで移行したいというふうな要望

がございました。 

16番、成田敏昭議員。 

現在の児童館があるわけですけれども、何か別な場所に建てるとか、

建てないとかっていううわさもあるんですけれども、その辺は移行する

申請がなんが上がっているんですか。お尋ねします。 

市民生活部長。 

いまの予定しているクラブは、児童館の場所に移るということでござ

います。 

ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

以上で質疑を終わります。 

これより討論を行います。討論ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

討論を終わります。 

議案第132号平川市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する

基準を定める条例案について採決します。 

本案を、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議あり」と呼ぶ者あり） 

異議がありますので、この採決は起立により採決します。 

本案を、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 
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起立多数です。 

よって議案第132号は、原案のとおり可決されました。 

議案第133号定住自立圏形成協定の一部を変更する協定の締結について

を議題とします。 

これより質疑に入ります。御質疑ありませんか。 

９番、工藤竹雄議員。 

大石武学流の庭園の調査、普及及び活用の件で、平川市は盛美園あり

ます。弘前市は名前忘れました、黒石もあります。そういう関係で、例

えば修繕等もろもろあると思うんですけれども、その負担等については

どういうふうになるんですか。 

教育委員会事務局長。 

この協定では、そういったことの費用負担も含めた協定ではなくて、

そういった弘前市を中心とした大石武学流という共通のテーマを結びつ

けながら、例えば観光コースであるとか、史跡の文化コースであるとか、

そういった方向に向かいましょうという、そういう意味でございます。 

なお、例えば平川市内にあります盛美園の補修等につきましては、平

川市が国の補助を得ながら一緒に進めていくということでございます。 

９番、工藤竹雄議員。 

調査、普及及び活用ですから、その市町村にある部分は自分たちでや

ると。過去に盛美園の関係、合併前ですけれども。台風被害あって確か

当時尾上町で三千万円ぐらいですかな、確かそういう負担した行為があ

ります。これ国の関係ですから。そういった行為が発生するんですよね。 

それが弘前にあった場合でも、締結してそれをこっち持ち出すのか、

仮にあった場合。そういった関係もちょっとお尋ねしているわけですけ

れども、その点もどうぞ。 

教育委員会事務局長。 

基本的には、それぞれの市町村内にあるものにつきましては、それぞ

れの市町村がいままでどおり対応するっていう考え方です。 

17番、佐藤 雄議員。 

はい、17番。 

議案第133号についての、その中身についてでございます。大石武学流

庭園については、旧尾上町では盛美園をはじめ庭園づくりにいそしんで

きたまちでございます。全国農村景観100選にも選ばれたまちでございま

す。 

11月の４日に、黒石で景観inフォーラムというのがありました。私も

行きました。我が平川市では、平川市在住の人ひとりは見ましたけれど

も、出席しておったのかどうか、まず一つであります。我が平川市から

は、出席していないと私は思っていますけれども。 

また、先ほどいま９番議員からもお話ありましたが、この第３条、ウ

の教育の中に、大石武学流庭園の調査、普及及び活用。取り組みの内容
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については、圏域内の指定名勝及び登録記念物の庭園を核とし、大石武

学流庭園の掘り起こしを行い、津軽独自の庭園文化の普及及び活用を図

る。とございます。 

近ごろ、旧尾上中央公民館の跡地についてですね、いろいろなことが

ありまして、市長にお尋ねしますけれども、この津軽独自の庭園文化の

普及及び活用を図る。その下のほうにも、必要な経費を負担すると。こ

れはいま工藤議員からお話ありましたんで割愛しますけれども。この７

のアのa、ｂ、それらについて、市長の見解をお尋ねするところでござい

ます。 

市長。 

今回の定住自立圏に関する協定の一部を変更するこの締結については

ですね、さまざまあるんですが、その中での大石武学流に関しましては

弘前市と黒石市と平川市、この三つにある、黒石市でいきますと金平澤

成園でしたか、平川市でいきますと盛美園、それから清藤家の庭園も入

っていると思いますが。 

そういうところを掘り起こししながら、いわゆる津軽に根付いた庭園

文化である大石武学流のこの庭園を、維持していこうということであり

ますが、それに関する負担は圏域全体でするんではなくして、やはりそ

れぞれの市町村で負担をすることになると思います。 

ただ、例えば盛美園に関しましても、いまの管理に関しては国それか

ら県、市、そして個人負担もあります。かなり清藤家の皆さんに盛美園

の管理にかなり御負担をいただいておりまして、そういうふうな管理の

仕方でいままでやってきておりますし、これからもそういう形になって

いくと思いますので。 

議員、先ほど申されました、尾上公民館の跡にある小庭園と言います

か、あすこに関してはこの中には含まれてはいません。確かあの庭園も

大石武学流のもとに蓑虫山人が関与したとか、そういうふうな話も聞い

ておりますが。 

そういうこともありますけれど、こういうふうな今回のいわゆる定住

自立圏構想の中で武学流を広めて、掘り起こしはこれからやっていくこ

とになると思いますが、現在そういうところまで入っていないというの

が実情であります。以上です。 

17番、佐藤 雄議員。 

この第３条のウの教育のところで、やっぱりこれらをきちっと担当課

において、これまでの認識を改めてこういう条例があるということ、普

及に努めていただきます。よろしくお願いします。 

ほかに御質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

質疑を終わります。 

これより討論を行います。討論ありませんか。 
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（「なし」と呼ぶ者あり） 

討論を終わります。 

議案第133号定住自立圏形成協定の一部を変更する協定の締結について

採決します。 

本案を、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

異議なしと認めます。 

よって議案第133号は、原案のとおり可決されました。 

議案第134号青森県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体数の

増加及び青森県市町村総合事務組合規約の変更についてを議題とします。 

これより質疑に入ります。御質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

質疑を終わります。 

これより討論を行います。討論ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

討論を終わります。 

議案第134号青森県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体数の

増加及び青森県市町村総合事務組合規約の変更について採決します。 

本案を、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

異議なしと認めます。 

よって議案第134号は、原案のとおり可決されました。 

議案第135号津軽広域連合規約の一部変更についてを議題とします。 

これより質疑に入ります。御質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

質疑を終わります。 

これより討論を行います。討論ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

討論を終わります。 

議案第135号津軽広域連合規約の一部変更について採決します。 

本案を、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

異議なしと認めます。 

よって議案第135号は、原案のとおり可決されました。 

議案第136号黒石地区清掃施設組合規約の一部変更についてを議題とし

ます。 

これより質疑に入ります。御質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

質疑を終わります。 

これより討論を行います。討論ありませんか。 
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（「なし」と呼ぶ者あり） 

討論を終わります。 

議案第136号黒石地区清掃施設組合規約の一部変更について採決しま

す。 

本案を、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

異議なしと認めます。 

よって議案第136号は、原案のとおり可決されました。 

議案第137号工事委託契約の一部変更についてを議題とします。 

これより質疑に入ります。御質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

質疑を終わります。 

これより討論を行います。討論ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

討論を終わります。 

議案第137号工事委託契約の一部変更について採決します。 

本案を、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

異議なしと認めます。 

よって議案第137号は、原案のとおり可決されました。 

議案第138号市道路線の廃止についてを議題とします。 

これより質疑に入ります。御質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

質疑を終わります。 

これより討論を行います。討論ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

討論を終わります。 

議案第138号市道路線の廃止について採決します。 

本案を、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

異議なしと認めます。 

よって議案第138号は、原案のとおり可決されました。 

議案第139号市道路線の認定についてを議題とします。 

これより質疑に入ります。御質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

質疑を終わります。 

これより討論を行います。討論ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

討論を終わります。 

議案第139号市道路線の認定について採決します。 
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○議長 

○総務部長 

（古川鉄美） 

○議長 

本案を、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

異議なしと認めます。 

よって議案第139号は、原案のとおり可決されました。 

議案第140号市有財産の無償譲渡についてを議題とします。 

これより質疑に入ります。御質疑ありませんか。 

17番、佐藤 雄議員。 

はい、17番。 

この財産は、私、間違っているかどうかわかりませんが、昭和56、７

年あたり、金屋水稲生産組合が旧尾上町に寄附採納の形で寄附されたと

こう認識しております。それから月日が経ちましたけれども、金屋の水

稲生産組合では町のほうから借りて、事務室並びに育苗ハウスをあすこ

でやっているものと思っております。 

この財産の土地の調書の中に、私はあすこ田んぼだと思っていたら、

みな現況地目は宅地でございまして、計で1,277万6,931円と評価額が出

ております。税務関係の企画財政部長にお尋ねしますが、これでゆくと

金屋水稲生産組合は今後、どのくらいの税負担になるのか。まず一つお

尋ねします。 

総務部長。 

この件についてはですね、昭和51年の８月２日に寄附採納願いが提出

されまして、それから51年の９月７日から無償で水稲組合に無償で貸し

ていたということでございます。 

それでですね、評価額が先ほどこの議案にもあったとおり、1,277万6,931

円でして、これから固定資産税がいくらかかっていくかということです

が、ちょっと私、いま資料を持ち合わせておりませんので、後ほど答え

させていただきます。 

17番、佐藤 雄議員。 

あすこ、この調書によると全部宅地。ハウスなどもこれ含まれている

面積でしょうか。 

総務部長。 

これについては無償譲渡ということで、市有財産については土地だけ

でございます。 

ほかに御質疑ありませんか。 

佐藤 雄議員。 

発言いいです。もう一度、はい。 

（「答弁がなっていないので」と呼ぶ者あり） 

総務部長。 

これについては農機具の格納庫ということで、ハウスについては含ま

れておりません。 

17番、佐藤 雄議員。 
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ハウスなど含まれておらないとすると、格納庫、事務室等が三千なん

ぼです。面積、あすこの建っているものからいくと、そんなにあると思

いませんが、もう一回確認します。どうでしょうか。 

総務部長。 

実際その稲を植える、苗を植えるハウスはあるんですが、ここの部分

については、農機具の格納庫の用地として使っているということで、無

償で貸付しております。 

ほかに御質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

以上で質疑を終わります。 

これより討論を行います。討論ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

討論を終わります。 

議案第140号市有財産の無償譲渡について採決します。 

本案を、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

異議なしと認めます。 

よって議案第140号は、原案のとおり可決されました。 

11時20分まで休憩いたします。 

 

 

午前午前午前午前11111111時時時時05050505分分分分    休憩休憩休憩休憩    

午前午前午前午前11111111時時時時20202020分分分分    再開再開再開再開    

 

休憩前に引き続き、会議を開きます。 

総務部長。 

先ほどの無償譲渡した後の固定資産税ですが、12万5,200円でございま

す。 

（「12万」と呼ぶ者あり） 

12万5,200円です。 

よろしくお願いします。 

議案第148号平成26年度平川市一般会計補正予算案(第４号）を議題と

します。 

これより質疑に入ります。御質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

質疑を終わります。 

これより討論を行います。討論ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

討論を終わります。 

議案第148号平成26年度平川市一般会計補正予算案(第４号）について
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採決します。 

本案を、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

異議なしと認めます。 

よって議案第148号は、原案のとおり可決されました。 

議案第149号平成26年度平川市国民健康保険特別会計補正予算案（第２

号）を議題とします。 

これより質疑に入ります。御質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

質疑を終わります。 

これより討論を行います。討論ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

討論を終わります。 

議案第149号平成26年度平川市国民健康保険特別会計補正予算案（第２

号）について採決します。 

本案を、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

異議なしと認めます。 

よって議案第149号は、原案のとおり可決されました。 

議案第150号平成26年度平川市介護保険特別会計補正予算案（第２号）

を議題とします。 

これより質疑に入ります。御質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

質疑を終わります。 

これより討論を行います。討論ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

討論を終わります。 

議案第150号平成26年度平川市介護保険特別会計補正予算案（第２号）

について採決します。 

本案を、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

異議なしと認めます。 

よって議案第150号は、原案のとおり可決されました。 

議案第151号平成26年度平川市国民健康保険診療施設事業診療所特別

会計補正予算案（第２号）を議題とします。 

これより質疑に入ります。御質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

質疑を終わります。 

これより討論を行います。討論ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
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○議長 

討論を終わります。 

議案第151号平成26年度平川市国民健康保険診療施設事業診療所特別

会計補正予算案（第２号）について採決します。 

本案を、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

異議なしと認めます。 

よって議案第151号は、原案のとおり可決されました。 

議案第152号平成26年度平川市学校給食センター特別会計補正予算案

（第２号）を議題とします。 

これより質疑に入ります。御質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

質疑を終わります。 

これより討論を行います。討論ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

討論を終わります。 

議案第152号平成26年度平川市学校給食センター特別会計補正予算案

（第２号）について採決します。 

本案を、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

異議なしと認めます。 

よって議案第152号は、原案のとおり可決されました。 

議案第153号平成26年度平川市水道事業会計補正予算案（第３号）を議

題とします。 

これより質疑に入ります。御質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

質疑を終わります。 

これより討論を行います。討論ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

討論を終わります。 

議案第153号平成26年度平川市水道事業会計補正予算案（第３号）につ

いて採決します。 

本案を、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

異議なしと認めます。 

よって議案第153号は、原案のとおり可決されました。 

議案第154号平成26年度平川市下水道事業会計補正予算案（第２号）を

議題とします。 

これより質疑に入ります。御質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

質疑を終わります。 
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○13番 

（齋藤律子議員） 

 

 

これより討論を行います。討論ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

討論を終わります。 

議案第154号平成26年度平川市下水道事業会計補正予算案（第２号）に

ついて採決します。 

本案を、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

異議なしと認めます。 

よって議案第154号は、原案のとおり可決されました。 

議案第155号平成26年度平川市新館財産区一般会計補正予算案（第２

号）を議題とします。 

これより質疑に入ります。御質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

質疑を終わります。 

これより討論を行います。討論ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

討論を終わります。 

議案第155号平成26年度平川市新館財産区一般会計補正予算案（第２

号）について採決します。 

本案を、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

異議なしと認めます。 

よって議案第155号は、原案のとおり可決されました。 

日程第２、請願第４号集団的自衛権行使容認の閣議決定撤回を求める

意見書採択の請願を議題とします。 

これより質疑に入ります。御質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

質疑を終わります。 

これより討論を行います。討論ありませんか。 

13番、齋藤律子議員。 

賛成討論です。 

反対討論から。 

通告がございませんので、賛成討論からどうぞ。 

はい。 

議長、13番。 

13番、齋藤律子議員。 

請願第４号集団的自衛権行使容認の閣議決定撤回を求める意見書採択

の請願に対し、賛成の立場で討論を行います。 

日本の政治の歴史でも、集団的自衛権はアメリカの海外での戦争への

日本の派兵との関係で、これまでも問題になってきた事柄です。 
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平成26年７月１日、安倍政権が集団的自衛権行使容認を閣議決定して

から１カ月後の８月６日、広島の平和式典後の安倍首相との会合で、被

爆者代表の吉岡幸雄さんは、平和公園の記念碑の石棺には、「安らかに眠

って下さい 過ちは繰返しませぬから」と刻まれています。集団的自衛

権行使を容認した閣議決定は、この碑文の誓いを破り、過ちを繰り返す

ものだ。閣議決定の撤回を求めます。と訴えました。 

長崎でも８月９日の市主催の平和式典で、被爆者代表の女性がいま進

められている集団的自衛権行使容認は、日本国憲法を踏みにじった暴挙

です。と批判をしました。 

戦後の苦しみをいまなお背負って生きている悲痛な声にも、聞く耳を

持たないいまの政治です。日本は憲法９条があるため、集団的自衛権行

使はできないことになっています。あたりまえを貫くことができない暴

挙に対し、当然の怒りの声ではないでしょうか。 

７月１日の閣議決定後、各地方紙に寄せられた心にとまった声を述べ

させていただきます。「安倍首相をはじめ、戦場という死の現場をわかっ

ていない政治家が多い。自衛隊の連中をすぐそのまま戦場にもっていく

ことを平気で思っている。自衛隊の人が足りなくなって徴兵制度がしか

れるようになることが大変怖い。70年経っても戦争体験者はつらい。戦

争で苦しむ人間は我々の世代だけでたくさんである。集団的何とかとい

う妙な理屈をこねて命を軽く扱う世の中にしようとしている。命の大切

さに理屈などない。」などです。 

海外で戦争する国づくりのために、周辺事態法や自衛隊法、ＰＫＯ協

力法、日米物品役務相互提供協定など、20本近い関連法の整備をこれか

ら進めようとしています。いま自分には何もかかわりないと遠くから眺

めていては、気がついたときはすでに手遅れということになりかねませ

ん。そのことを心底思っている次第です。 

そうならないようにするためにも、平川市民の命を守り、恒久的に平

和を希求し、請願４号に賛成をします。以上、賛成討論です。 

ほかに討論ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

討論を終わります。 

請願第４号集団的自衛権行使容認の閣議決定撤回を求める意見書採択

の請願について採決します。 

この採決は起立により採決します。 

本案を採択することに、賛成の方は起立願います。 

（「賛成者起立」） 

起立少数です。 

よって、請願第４号は不採択と決定されました。 

日程第３、閉会中における議会運営委員会の継続調査について、閉会

中における各常任委員会の継続調査についてを議題とします。 
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はじめに議会運営委員長より、議会運営に関する事項及び議長の諮問

に関する事項についての継続調査の申し出がありました。 

また、各常任委員長などより、各委員会の所管事務調査についてを閉

会中における継続調査としたい旨の申し出がありました。 

お諮りします。申し出のとおり、閉会中の継続調査に付することに御

異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

異議なしと認めます。 

よって、議会運営委員長及び各常任委員長などの申し出のとおり、閉

会中における継続調査に付することに決定いたしました。 

なお、各常任委員会においては、調査期日、調査内容、その他細部に

ついて、各常任委員会で協議の上、実施していただきたいと思います。 

以上で、本定例会に付議された案件は、全部終了いたしました。 

よって、会議を閉じます。 

これをもって、平成26年第４回平川市議会定例会を閉会します。 
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